
 

第６章 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項 

 

 

１ 歴史的風致維持向上施設の整備・管理に関する基本的な考え方 

 

 

本町の歴史的風致の維持及び向上にあたっては、歴史的風致維持向上施設の

整備又は管理に関する各種事業を優先的かつ先導的に展開し、その効果を地域

全体に波及させていくこととする。 

 

 

整備にあたっては、対象となる歴史的な施設や周辺地域の歴史的、文化的な

背景やそれらに関わる地域住民等の活動状況等を十分に把握した上で、周囲の

歴史的、文化的景観との調和を図りながら進める。特に、史跡や文化財に指定

されている場合には、関係法令を遵守しつつ、必要に応じて「湯前町歴史的風

致維持向上協議会」等の関係機関の意見を聴いて行うものとする。 

 

 

また、整備を行った歴史的風致維持向上施設については、積極的な公開や活

用を行い、施設の魅力と価値を十分に発揮させることにより、歴史的風致の維

持向上を図るものとする。 

 

 

管理にあたっては、国、県及び町の関係部局が相互に連携し、適切な役割分

担のもとで、防災や防犯などにも配慮した維持管理を行うとともに、文化財保

護法ほか、河川法、道路法等の関係する法律及び町条例等に基づいた日常的な

維持管理を確実に進める。 

 

 

さらに、歴史的風致維持向上施設については、町民や地域住民団体等との協

力のもと、官民一体となった維持管理を進め、これらの施設の特性を生かした

積極的な活用を進める。なお、事業実施にあたっては、国や県からの支援が得

られるよう検討を進めるとともに、民間企業等の支援や連携の推進を図ってい

くものとする。 

 



 

２ 歴史的風致維持向上施設の整備・管理に関する事業 

 

（１）歴史的建造物の維持保全に関する事業 

 

・歴史的風致構成建造物保全整備事業 

① 明導寺阿弥陀堂屋根及び九重石塔修繕事業 

 

・歴史的風致形成建造物保全整備事業 

  ② 御大師堂修繕事業 

  ③ 湯前町歴史的風致形成建造物保全整備事業 

  ④ 幸野溝周辺環境整備事業 

 

（２）伝統を反映した人々の活動に関する事業 

  

⑤ 無形民俗文化財保存継承事業 

  ⑥ 地域伝統芸能等保存活用事業 

  ⑦ 郷土学習総合推進事業 

 

（３）まちなみと景観形成に関する事業 

  

  ⑧ 明導寺阿弥陀堂等周辺整備事業 

  ⑨ 里宮通り他道路美装化事業 

 

（４）歴史的資源を活かした観光振興と情報発信に関する事業 

  

⑩ 湯前まんが美術館改修事業 

  ⑪ 湯前町歴史文化情報発信推進事業 

  ⑫ 駅舎内湯前ギャラリー整備事業 

  ⑬ 歴史文化利活用着地型観光事業 

  ⑭ 案内看板統一化事業 

  ⑮ 湯前町観光案内人育成事業 

 

（５）歴史的風致の維持向上に関する調査・計画策定事業 

   

⑯ 湯前町歴史文化基本構想等策定事業 



 
 

主要事業箇所位置図 
 
 

 
 
 

湯前駅 



 
 
 
 
（１） 歴史的建造物の維持保全に関する事業   
 
・歴史的風致構成建造物保全整備事業 

事業 No ① 
事業名 

 明導寺阿弥陀堂屋根及び九重石塔修繕事業 

事業主体 湯前町 

事業手法 町単独事業  

事業期間 平成２９年度～平成３１年度 

 
事業位置 

 



 
事業概要 

 
 

 
明導寺阿弥陀堂は平成 21年度に茅葺き屋根の修繕を行ったが、

近年の気象変動や茅素材そのものの性質変化、樹木等の周辺環境

の影響で、部分劣化が著しく進行していることから、修繕を行う。 

また、熊本地震で損壊した九重石塔も修繕と耐震対策の検討を

実施する。 
 

事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

歴史的風致構成建造物等の修繕や耐震対策を行うことにより、

本地域の特徴である茅葺き屋根の歴史的建造物等が維持保全さ

れ、歴史的風致の維持向上に寄与する。 
 
 
 
・歴史的風致形成建造物保全整備事業 

事業 No ② 
事業名 

御大師堂修繕事業 

事業主体 湯前町・民間団体等 

事業手法 町単独事業・街なみ環境整備事業 

事業期間 平成３０～３１年度 

 
事業位置 

 

明導寺阿弥陀堂（H21屋根修繕後） 
明導寺九重石塔（破損前） 



 
事業概要 

 
 

 
御大師堂は町が指定する文化財であり茅葺き屋根の堂宇であ

る。この茅葺き屋根は平成 16年に地域住民の参画のもと修繕がな
されているが、10年以上経過し全体的に劣化が進行しているため、
歴史的風致形成建造物に指定し修繕を行う。 
また、隣接する休憩所の改築や公園施設など一体的な周辺整備に取

り組む。 
 
 

事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

歴史的風致形成建造物の修繕を行うことにより、本地域の特徴

である茅葺き屋根の歴史的建造物が維持保全され、歴史的風致の

維持向上に寄与する。 
 
 
 
 

事業 No ③ 
事業名 

湯前町歴史的風致形成建造物保全整備事業 

事業主体 湯前町・民間団体等 

事業手法 町単独事業・社会資本整備総合交付金（道路事業） 

事業期間 平成３０年度～平成３８年度 

御大師堂（H16屋根修繕後） 



 
事業位置 

 
 
事業概要 

 
 

 
歴史的風致形成建造物の指定方針に基づき、指定を行った建造

物において、歴史的風致の維持及び向上を図る上で必要と認めら

れる改修等の支援を行う。また、住居等で耐震診断や耐震改修の

必要な建造物は耐震対策も併せて支援を行っていく。 
 

 
 
 
 
 

事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

町内の社寺堂宇や旧宅・酒造場等は本町の歴史的風致を形成す

る重要な建造物であり、本事業の実施により建造物所有者の負担

軽減が図られ、これら建造物が継承されていくことにより歴史的

風致の維持向上に寄与する。 
 
 
 
 

事業 No ④ 
事業名 

幸野溝周辺環境整備事業 

毀損が進行する 

社寺等の建造物 補修が必要となっている 

石造アーチ橋（下町橋） 



事業主体 湯前町・幸野溝土地改良区 

事業手法 町単独事業  

事業期間 平成３０年度～平成３８年度 

 
事業位置 

 
 
事業概要 

 
 

 
幸野溝は世界かんがい遺産の認定登録を受けており、今後とも

適切な維持管理と地域用水の持つ多面的機能の維持増進、生活空

間の質的向上等を図る必要がある。このことから、幸野溝の水路

及び沿線道路の防草対策や植栽等を行うとともに、地域住民等一

体となった維持・保全体制の構築を推進する。 
 

 

事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

幸野溝の適切な維持と周辺整備により、歴史的建造物の維持保

全が図られ、これらの維持管理活動や植栽等の事業に住民等が参

画することによって、歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 
 
 
（２） 伝統を反映した人々の活動に関する事業 
 

親水性・景観・防草機能の向上を図った

幸野溝沿線整備の状況 



事業 No ⑤ 
事業名 

無形民俗文化財保存継承事業（団体補助金等） 

事業主体 湯前町・民間団体等 

事業手法  町単独事業 

事業期間 平成元年以前～平成３８年度 

事業位置 湯前町全域 

 
事業概要 

 
 

 
太鼓踊りや棒踊りなどの無形民俗文化財の保存活動に取り組ん

でいる保存会等の活動を支援することで、長い歴史の中で保存継

承されてきた遺産を後世に伝えるとともに、町民の歴史や文化に

対する理解を深め、郷土愛を育んでいく。 
事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

 地域の伝統芸能の保存活動等を支援することにより、歴史的風

致の維持向上に寄与する。 

 
 
事業 No ⑥ 
事業名 

地域伝統芸能等保存活用事業 

事業主体 湯前町・民間団体等 

事業手法  町単独事業  

事業期間 平成２７年度～平成３８年度 

事業位置 湯前町全域 

 
事業概要 

 
 

 
存続活動が低下し滅失が危惧される、記録の少ない無形の民俗

文化財等（祭り、伝説、神話、民話、伝統芸能、伝統技能、習俗

等）を映像等に記録・保存し、地域の歴史文化の伝承と情報発信

を推進する。 
 
 
 
 
 
 
 

平成27年度に作成した 

東方組太鼓踊り 

浅鹿野棒踊りの記録保存DVD 



  

事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

 歴史的な伝統芸能等を、映像媒体や文書等による記録保存を行

い、町ホームページ等で情報発信を行い普及が図られることによ

り、歴史的風致の維持向上に寄与する。 
 
 
 
事業 No ⑦ 
事業名 

郷土学習総合推進事業 

事業主体 湯前町・民間団体等 

事業手法  町単独事業  

事業期間 平成１６年度～平成３８年度 

事業位置 湯前町全域 



 
事業概要 

 
 

 
「歴史探訪講座」や小中学生の町内探検、民俗芸能学習授業など、

生涯学習や総合学習等において、広く住民に郷土の歴史・文化・

芸能等に関する学習機会を提供し、学校教育との連携も図りなが

ら、住民の郷土に対する関心を深める。 
 

事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

 歴史文化やまちづくりの多世代への普及や郷土愛を高め、地域

住民の参画促進を図ることにより、歴史的風致の維持向上に寄与

する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３） まちなみと景観形成に関する事業   
 

事業 No ⑧ 
事業名 

明導寺阿弥陀堂等周辺整備事業 

事業主体 湯前町 

歴史探訪講座の開催状況  
中学生による民俗芸能継承・学習  



事業手法  町単独事業 

事業期間 平成２９年度～平成３８年度 

 
事業位置 

 
 
事業概要 

 
 
 

 
明導寺阿弥陀堂周辺は、八勝寺阿弥陀堂や宝陀寺観音堂といっ

た歴史的建造物が集積しており、観光客等も増加している。 
近年は、観光バスでの来場者が増加しており、現在未舗装とな

っている駐車場やトイレ等の周辺施設の整備や、周辺竹林の適切

な管理、歴史的建造物を結ぶ参道の整備など総合的な周辺整備を

行う。 
 
 
 

事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

歴史的風致構成建造物の周辺整備により、来訪者や住民等の見学機

会が増加するとともに全体的な景観も向上し、歴史的風致の維持向上

に寄与する。 

 
 
 
   

事業 No ⑨ 
事業名 

里宮通り他道路美装化事業 

明導寺阿弥陀堂周辺 

明導寺阿弥陀堂 

宝陀寺観音堂 

八勝寺阿弥陀堂 



事業主体 湯前町 

事業手法  町単独事業・街なみ環境整備事業 

事業期間 平成３０年度～平成３８年度 

 
事業位置 

 
 
事業概要 

 
 

 
町中心部から市房山神宮里宮神社へ向かう、里宮通り、桜町通

り等の道路は、観光列車の運行開始等も相まって、町外からの町

歩き観光客等が増加しており、歴史的なまちなみを形成していく

ため道路美装化に取り組む。 
 
 
 

事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

 道路の美装化を行うことにより、良好なまちなみの形成が図ら

れ、歴史的建造物への誘導性も高まり、歴史的風致の維持向上に

寄与する。 

 
 
 
 
 
（４） 歴史的資源を活かした観光振興と情報発信に関する事業   
 

里宮通り 

① 県道幸野染田線ほか（里宮通り） 

② 町道桜町線（桜町通り） 

③ 町道駅前線 

④ 町道下城線 

① 

③ 

② 

④ 

町道下城線 



事業 No ⑩ 
事業名 

湯前まんが美術館改修事業 

事業主体 湯前町 

事業手法  町単独事業 

事業期間 平成２８年度～平成３１年度 

 
事業位置 

 
 
事業概要 

 
 

  
湯前まんが美術館は、本町の歴史文化を総合的に発信していく

施設であり、文化財の収蔵も行い、美術館としての展示施設の機

能も備えもっている。その機能や設備の拡充等を改修事業により

進めていく。 
 
 

 
事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

本町の歴史文化情報発信施設の利便性や機能向上により、歴史

文化に関する住民等への普及や観光振興が図られ、歴史的風致の

維持向上に寄与する。 
 
 
 

湯前まんが美術館 

湯前まんが美術館 展示室 



 
 
事業 No ⑪ 
事業名 

湯前町歴史文化情報発信推進事業 

事業主体  湯前町 

事業手法 町単独事業 

事業期間 平成２９年度～平成３８年度 

事業位置 湯前町全域 

 
事業概要 

 
 

 
歴史的風致維持向上計画の公表や湯前町歴史文化基本構想の策

定等と併せ、湯前町町広報、ホームページ等で歴史まちづくりに

関する情報を重点的に掲載していき、住民参加型のソーシャル・

ネットワーキング・サービスの活用や、シンポジウムの開催等を

行う。 
 
 

 
 

事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

 ICT の活用やシンポジウム等の開催により、地域住民への普及
促進と情報発信機能が向上し観光振興が図られ、歴史的風致の維

持向上に寄与する。 

 
 
 
 
 
 
 

湯前町ホームページ・湯前まんが美術館ホームページ・広報ゆのまえ 



 
 
 
 
  
 

事業 No ⑫ 
事業名 

駅舎内湯前ギャラリー整備事業 

事業主体  湯前町・民間事業者等 

事業手法 町単独事業・熊本県単独補助事業 

事業期間 平成２９年度～平成３８年度 

 
事業位置 

 
 
事業概要 

 
 

 
歴史的価値の高い湯前駅舎は、今後とも景観を壊さないように

維持していくことが重要となっており、観光列車田園シンフォニ

ーを利用した観光客等に、本町の歴史文化を知っていただくため、

駅舎内部の壁を利用して、資料館的な機能を持たせ、明導寺阿弥

陀堂や八勝寺阿弥陀堂、伝統芸能など本町を代表する歴史文化遺

産を展示する空間整備を行う。 
 

くま川鉄道湯前駅本屋 駅舎内  

 



 

事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

 文化財施設の活用を通じ、地域住民への普及促進と情報発信機

能が向上し観光振興が図られ、歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 
 
 
   
 

事業 No ⑬ 
事業名 

歴史文化利活用着地型観光事業 

事業主体  湯前町・民間団体等 

事業手法 町単独事業・熊本県単独補助事業 

事業期間 平成２７年度～平成３８年度 

事業位置 湯前町全域 



 
事業概要 

 
 

 
明導寺阿弥陀堂や八勝寺阿弥陀堂等の歴史文化遺産を観光資源

として活用していくために、観光客の受け入れ先である本地域が、

地域ならではの周遊プログラム等を企画し、参加者が現地集合、

現地解散する観光形態の推進を図るとともに、観光案内人をガイ

ドとしてサービスを提供していく取り組みを構築する。本事業は、

湯前町観光物産協会等を中心として関係事業との連携を図りなが

ら推進を行う。 
 
 

 

 

 

事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

パンフレットの発行や観光プランの構築等により、歴史文化に

関する地域住民への普及促進と情報発信機能の向上し観光振興が

図られ、歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 
 
 
 
 
 
 
事業 No ⑭ 
事業名 

案内看板統一化等事業 

事業主体  湯前町 
事業手法  町単独事業・街なみ環境整備事業  
事業期間 平成２９年度～平成３８年度 
事業位置 湯前町全域 

平成28年度作成の 

湯前町発行歴史文化関係パンフレット  



 
事業概要 

 
 

 
歴史的建造物等を案内する看板について、これまで各種事業等

により整備を行ってきたが、経年劣化が進み、表記方法や意匠の

統一感がないため、多言語表示化も含め、人吉球磨日本遺産活用

協議会との連携を図りながら、統一感のある案内看板等の整備を

進める。 
事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

案内看板等の整備により、情報発信機能が向上し観光振興が図

られ、歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 
 
事業 No ⑮ 
事業名 

湯前町観光案内人育成事業 

事業主体  湯前町 
事業手法 町単独事業・熊本県単独補助事業 
事業期間 平成２７年度～平成３２年度 
事業位置 湯前町全域 
 
事業概要 

 
 

 
観光案内人養成講座を開催し、観光客への案内が容易に出来る

人材育成に取り組むことと併せ組織化を図り、観光案内人の育成

を推進していく。 
 

 
事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

 観光案内人の養成等の活動を通じ、地域住民への歴史文化に関

する普及促進も図られ、情報発信の機能が向上し観光振興が図ら

れ、歴史的風致の維持向上に寄与する。 
 
 
 
 
（５）歴史的風致の維持向上に関する調査・計画策定事業   

平成27年度湯前町観光案内人 

養成講座の状況 



 

事業 No ⑯ 
事業名 

湯前町歴史文化基本構想等策定事業 

事業主体  湯前町・民間団体等 

事業手法 
町単独事業（平成29年度～平成32年度） 

文化遺産総合活用推進事業 

（歴史文化基本構想策定支援）（平成29年度） 

事業期間 平成２９年度～平成３２年度 

事業位置 湯前町全域 

 
事業概要 

 
 

 
『湯前町の文化財』発行から 10年以上が経過し、文化財全般にわ
たり、調査や台帳整備等が必要となっている。 
 
歴史文化基本構想の策定を中心として、歴史文化の振興とともに

地域活性化を推進する。また、これらの情報はホームページ等で

の公開がこれまで行われていなかったため、情報発信を併せて推

進していく。 
 

 
 

事業が歴史的風致

の維持向上に寄与

する理由等 

 歴史文化のマスタープランを策定し、歴史文化の振興と地域活

性化等が図られ、歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 
 

 

湯前町教育委員会発行 文化財関係図書  

 


